
佐賀県弁護士会便り 第 144号 

発行 佐賀県弁護士会 佐賀市中の小路７－１９ http://www.sagaben.or.jp/ 

TEL 0952 - 24 - 3411（相談受付は、平日午前９時から正午、午後１時から午後５時まで） 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

解雇や賃金未払いなどの労働問題、生活保護・多重債務などの生活問題について弁護士が無料

で相談に応じます。また、公認心理師も同席し、こころの問題についてもご相談いただけます。 

事前予約制ですので、相談希望の方は下記電話番号にてご予約下さい。 
 

日  時  ３月７日(火) 10:00～12:00、13:00～15:00 
 

 

実施方法  佐賀県弁護士会館（佐賀市中の小路７−１９）での面談相談 
 

ご 予 約  TEL 0952 - 24 – 3411 

※事前にお電話くださいますようお願いいたします。 
 

 

主 催 日本弁護士連合会・弁護士会 
 

 

共 催 日本司法支援センター（法テラス）   後 援 厚生労働省・総務省 

  
 

 

 

日  時  ３月４日(土) 13:00～15:00 
 

場  所  ＪＲ武雄温泉駅南口駅前広場 
 

 

実施方法  面談相談（15～30分） 
※相談対応弁護士が直ちに受任する 

ことは予定しておりません。 

※事件性があり相談継続を要する相 

談者には佐賀県弁護士会や法テラ 

スなどの相談機関をご紹介します。 
 

 

問 合 せ  佐賀県弁護士会 TEL 0952 - 24 – 3411 
 

 

会
場
で
待
っ
て
る
よ
！ 


